
313,000 千円

3,925,192 千円
（単位：千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他
うち地方消費税交付金
（社会保障財源化分）

社会福祉 15,334 10,748 0 0 0 4,586

796,368 386,121 188,876 0 2,733 218,638

482,678 314,719 59,303 0 0 108,656

375,516 280,239 12,000 0 284 82,993

33,740 9,055 3,591 0 1,561 19,533

62,752 0 28,600 0 4,127 30,025

292,894 12,925 10,547 0 41,137 228,285

33,874 10,612 5,856 0 1,099 16,307

2,093,156 1,024,419 308,773 0 50,941 709,023 166,911

社会保険 241,289 27,517 92,462 0 0 121,310

550,628 17,136 8,830 0 2,501 522,161

109 109 0 0 0 0

792,026 44,762 101,292 0 2,501 643,471 63,157

保健衛生 699,852 0 92,896 0 0 606,956

184,065 0 76,283 0 30,000 77,782

9,035 0 1,134 0 0 7,901

96,725 23,240 0 0 0 73,485

50,333 294 621 0 9,108 40,310

1,040,010 23,534 170,934 0 39,108 806,434 82,932

3,925,192 1,092,715 580,999 0 92,550 2,158,928 313,000

4,000 千円

4,000 千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 うち森林環境譲与税

林業 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4,000 0 0 0 0 4,000

4,000 0 0 0 0 4,000 4,000

2,196 千円

110,877 千円

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 うち入湯税

観光 7,920 0 0 0 0 7,920

53,682 0 0 0 22,923 30,759

49,275 0 0 0 10,511 38,764

110,877 0 0 0 33,434 77,443 2,196

110,877 0 0 0 33,434 77,443 2,196

【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源化分）予算額

【歳出】地方消費税交付金（社会保障財源化分）を充てられる社会保障施策に要する経費

区　分 目 的 別 予　算　額

財 　　　　源　　　　内　　　　訳

(2)障害者福祉事業

特　　　定　　 　　財　　　源 一 般

(1)生活困窮者自立支援事業

(4)生活保護事業

(5)母子保健事業

(3)児童措置事業

(7)保育事業

(6)老人福祉事業

小　計

(1)国民健康保険事業

(2)介護保険事業

(8)児童福祉費

(2)福祉医療事業

(3)救急医療確保支援事業

(4)予防接種事業

(3)国民年金事業

小　計

(1)後期高齢者医療事業

小　計

合　　計

令和７年度江田島市一般会計予算における森林環境譲与税を充てられる経費

(5)健康増進事業

【歳入】森林環境譲与税予算額

【歳出】森林環境譲与税を充てられる経費

区　分 目 的 別 予　算　額

財 　　　　源　　　　内　　　　訳
特　　　定　　 　　財　　　源 一 般

(3)その他

合　　計

(1)森林の整備

(2)木材の利用促進・普及啓発

令和７年度江田島市一般会計予算における入湯税を充てられる経費

【歳入】入湯税予算額

【歳出】入湯税を充てられる経費

区　分 目 的 別 予　算　額

財 　　　　源　　　　内　　　　訳

特　　　定　　 　　財　　　源

小　計

合　　計

令和７年度江田島市一般会計当初予算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）を充てられた社会保障施策に要する経費

　平成26年4月1日より消費税（国・地方）が引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会
保障施策に要する経費に充てるものとされています。
　令和7年度江田島市一般会計当初予算における社会保障施策関連経費への充当状況については、次のとおりです。

　平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され，同年度から市町村に対して，森林環境譲与税の譲与が開始され
ました。
　森林環境譲与税の使途については，間伐や人材育成・担い手の確保，木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に
充てることとされています。
　令和7年度江田島市一般会計当初予算における森林環境譲与税への充当状況については、次のとおりです。

　入湯税は、入湯施設の利用と市町村の行政サービスとの関連に着目し、鉱泉浴場所在の市町村が課する目的税です。
　その使途は、環境衛生施設の整備、鉱泉源の保護管理施設の整備、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興（観光施設の
整備を含む）に要する費用に充てることとされています。
　令和7年度江田島市一般会計当初予算における入湯税への充当状況については、次のとおりです。

(2)観光施設の整備

(3)観光振興（観光施設の整備を除く）

(1)鉱泉源の保護管理施設

一 般


